
第１号様式（第６条関係）

葛飾区長　宛て 申 請 者

住　 所

フリガナ

氏 　名

電話番号

 

 

1 2 3 4 5 6 7

カ ツ シ カ タ ロ ウ

080‐ 〇〇〇〇 ‐××××

葛飾　太郎

カツシカ タロウ 

令和 〇 年 〇 月 〇 日

助成対象経費
※領収書等に記載の金額

令和　×　年　×　月　×　日

葛飾区住まいの防犯対策助成金交付申請書兼請求書

 葛飾区 　　立石●－▲－■

　　７０，０００　　　　　　　　　　　　　　円

 ☑ 防犯カメラ □ 録画機能付きドアホン □ 防犯性の高い錠

 □ 補助錠　　 ☑ センサーライト　　　 □ センサーアラーム

 □ 面格子　   □ 防犯フィルム　　　　 □ 防犯ガラス　　　　　　

交付申請(請求)額
※千円未満切捨て

※上限額4万円、対象経費の1/2

 葛飾区住まいの防犯対策助成金交付要綱第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり申請します。なお、交付の決
定を受けた場合は、交付決定額を請求します。
 葛飾区は、助成金の認定に際し、必要な要件を審査するために、⼾籍住⺠課の住⺠基本台帳情報(申請者の⽒名・住
所・⽣年⽉⽇)、税務課の税情報(申請者の特別区⺠税・都⺠税の滞納状況)の確認を⾏います。また必要に応じ、他の
⾏政機関等に対してそれらの資料の提供を求めることがあります。本申請で取得した個人情報は、各法令の定めに基
づき、利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供することがあります。

防犯設備名

設置(購入)年月日

建物の所有区分

　　３５，０００　　　　　　　　　　　　　　円

☑ 持ち家　　　　□ 借家　

 □ 防犯砂利　  　　　　　　　　　　　　　　※複数選択可

口座名義人
(カタカナ)

※申請者名義の口座を記載。口座名義人(カタカナ)は、⽒と名の間を１マス空け、濁点・半濁点は１マス使用。
※ゆうちょ銀⾏の場合、口座番号は「番号」の最後「１」は記載不要。

振 込 先

　　　　　　　　　 銀　   　行
　　　　〇△　　　 信 用 金 庫
　　　　　　　　　 信 用 組 合
　　　　　　　　 　(　　    　)

　　　　　　　　本  店
　　　〇△　　　支　店
　　　　　　　　出張所

１　普通　　　　　　　　２　当座

口座番号

金融機関名
支店名

種　別

※訂正箇所は、修正液での修正を行わないでください。

上段の金額の1/2の金額

領収証に記載の金額

申請者と同一名義 の
口座

購入設置した防犯
対策品にチェック！

令和６年４月１日
以降の日付

記載例



申請者名

チェック欄

4 ✔

5 ✔

✔【賃貸物件の方のみ】所有者からの同意書（第２号様式）

■提出書類の確認

提出書類

 本人確認書類の写し

 防犯設備の納品書・請求書・領収書等の写し

 工事や防犯設備の内容が記載された書類（説明書、カタログ等）

2 ✔

  ※宛名、施工⽇や購入⽇、領収金額、領収年⽉⽇、販売店の名称等記載のもの。

  ※納品書・請求書・領収書等に記載されている場合は不要。
3 ✔

 防犯設備設置後の写真

  ※⽒名・住所・⽣年⽉⽇が記載の公的機関発⾏のもの。（運転免許証、マイナンバーカード等）
1

葛飾 太郎

✔

助成金申請書類 事前確認書

申請前にご確認いただき、申請書兼請求書（第１号様式）と併せてご提出ください。
（チェック欄にチェックマーク☑の記載をお願い致します。）

 口座情報の確認書類（通帳・キャッシュカードの写し、WEB通帳のコピー等）

ご確認の上、チェックをお願いします。
チェック漏れに注意！

記載例



チェック欄

✔

✔

✔

✔

✔

✔

 令和 〇

申請者氏名 (自署)

助成金交付後、助成金要件を満たしていないこと、虚偽の申請その他不正な手段に
より補助金の交付を受けたことが判明し、交付決定が取り消された場合は、指示に
従い速やかに助成金を返還します。

✔

特別区⺠税及び都⺠税を滞納していません。

 年　〇　月　〇　日

【以下、防犯カメラ設置の場合】

撮影範囲は申請者自身の敷地内です。やむを得ず撮影範囲に敷地外が入る場合は、
撮影範囲内の住宅等の使用者に事前説明を⾏い、同意を得ています。

誓約書 兼 同意書

下記の内容をご確認いただき、申請書兼請求書（第１号様式）と併せてご提出ください。
（チェック欄にチェックマーク☑の記載をお願い致します。）

誓約・同意事項欄

葛飾区暴力団排除条例(平成24年葛飾区条例第19号)第２条第２号に規定する暴力団
員又は同条第３号に規定する暴力団関係者ではありません。

✔

防犯設備の購入・設置について、同居人からの同意を得ています。

購入した防犯設備は申請者が使用し、転売・譲渡等を目的としておりません。

葛飾区から、報告・調査の求めがあった場合は、これに応じます。

本助成金を活用し購入した防犯設備は、継続的に使用します。

✔

【共同住宅へ設置の場合】住人のプライバシー保護に配慮して設置しています。
住人が映り込む場合は説明を⾏い、管理会社(家主)にも同意を得ています。

✔

設置場所は、申請者自身の住宅等の敷地内です。

葛飾 太郎

ご確認の上、チェックをお願いします。
チェック漏れに注意！

申請者ご本人の記載をお願いします。

防犯カメラ申請の方は、以下のチェックを。

記載例


